
説明②

時期 法人 県 評価委員会

４月

５月

６月

７月

８月

９月

各事業年度の業務実績評価（事業年度評価）の流れ　（中期目標最終年度）

※評価結果の確定に当たっては、必要に応じて評価委員会を開催する。（＝通常年２回程度の開催となる。）

※法：地方独立行政法人法

※上記内容に加えて、第１回、第２回評価委員会には第４期中期目標・中期計画策定に関する議題が
　 含まれるほか、第３回、第４回評価委員会を開催し、策定に関して審議を予定。

中期目標終
了時に見込

まれる業務の
実績評価

昨年度
の業務
実績自

提出

提出

第１回（７月２２日（月））
●法人からの業務実績報告書の説明、法人へのヒアリング
●業務実績報告書（自己評価）の調査・分析

●中期目標（見込）業務実績報告書の調査・分析

評価結果（案）の確定

● 財務諸表の承認に係る意見
財務諸表の
公告・閲覧

評価結果（案）に対
する意見申出

評価結果の公表、

県議会に報告
【９月議会】

評価委員会の開催（原則２回）

○業務実績報告書（法第
28条第2項）
〇中期目標（見込）業務
実績報告書（法第28条第
1項第2号）
○財務諸表等(法第34条）
・財務諸表 ・事業報告書

・決算報告書 ・監査報告

① 評価結果の通知

第２回（８月２１日（水））

●評価結果（案）に対する意見

（昨年度業務実績＋中期目標見込

評価）

（項目別評価＋全体評価）

財務諸表の承認

評価結果の確定（※）

意見申出の機会の付与

決算整

理


